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小笠原諸島に対する予報警報業務の拡充について 
 

小笠原諸島を対象に、大雨・洪水等の警報・注意報や週間天

気予報等の提供を平成 20 年 3 月 26 日より開始します。 
 

 気象庁では、小笠原諸島を対象とした予報警報業務の拡充につい

て、所要の準備が整ったことから、以下のとおり開始することとし

ました。 

 

１．対象区域  

 父島と母島及びその沿岸の海域を含む区域。  

 

２．新たに実施する予報警報等  

 ① 警報・注意報  

 ② 地域時系列予報  

 ③ 週間天気予報  

 

３．開始時期  

 平成 20 年 3 月 26 日 午前 9時 00 分 

 

 

 

 

 

  問い合わせ先：気象庁予報部業務課 03-3212-8341（内線 3119）   
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